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 ヤングケアラーはこんな子どもたちです 

　家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担う
ようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介
護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満
の子どもをいいます。

 みんなが知ることが支援につながります 

　ご自身がご家族のケアや学校との両立で悩みを抱
えていたら、気軽に相談してください。また、周囲
の方は近くに困っている人がいたら声をかけてあげ
てください。市としても、実態把握や支援策の充実
に取り組んでいきます。

主な相談窓口
相　談　内　容 相　談　窓　口

子どもの福祉（18歳未満）
※ 友達や家族に言えないこと、
どんなことでも、ひとりで悩
まず電話をしてください。

こども課　（内線1340）
（家庭児童相談室）
筑西児童相談所
☎ 0296-24-1614
全国共通虐待対応ダイ
ヤル１８9（いちはやく）

妊娠・出産・子育て 保健推進課☎23-3111

児童・生徒・学校
各学校
指導課　　（内線8310）

生活困窮者に関すること 社会福祉課（内線4140）
障がい者の福祉に関すること 社会福祉課（内線4131）
高齢者・介護保険
（休日・夜間）

幸せ長寿課（内線4210）
（☎080-3400-6616）

保育所・児童クラブ入所 こども課　（内線1310）

常総市役所＝0297-23-2111（代表）
◆問い合わせ＝㊌こども課（内線1340）

知っていますか？知っていますか？    ヤングケアラー

◁


